
参照条文 

（児童虐待等の場合の転出時の情報提供関係） 

 

○児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号） 

第二十五条 要保護児童を発見した者は、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若

しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは

児童相談所に通告しなければならない。ただし、罪を犯した満十四歳以上の児童について

は、この限りでない。この場合においては、これを家庭裁判所に通告しなければならない。 

 

○児童虐待の防止等に関する法律（平成十二年法律第八十二号） 
（国及び地方公共団体の責務等）  
第四条 国及び地方公共団体は、児童虐待の予防及び早期発見、迅速かつ適切な児童虐待を

受けた児童の保護及び自立の支援（児童虐待を受けた後十八歳となった者に対する自立の

支援を含む。第三項及び次条第二項において同じ。）並びに児童虐待を行った保護者に対

する親子の再統合の促進への配慮その他の児童虐待を受けた児童が家庭（家庭における養

育環境と同様の養育環境及び良好な家庭的環境を含む。）で生活するために必要な配慮を

した適切な指導及び支援を行うため、関係省庁相互間その他関係機関及び民間団体の間の

連携の強化、民間団体の支援、医療の提供体制の整備その他児童虐待の防止等のために必

要な体制の整備に努めなければならない。  
２～７ （略） 
 
（児童虐待に係る通告）  
第六条 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道

府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の

設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。  
２ 前項の規定による通告は、児童福祉法 （昭和二十二年法律第百六十四号）第二十五条 の
規定による通告とみなして、同法の規定を適用する。  

３ 刑法 （明治四十年法律第四十五号）の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法

律の規定は、第一項の規定による通告をする義務の遵守を妨げるものと解釈してはならな

い。 
 

（資料又は情報の提供）  
第十三条の三 地方公共団体の機関は、市町村長、都道府県の設置する福祉事務所の長又は

児童相談所長から児童虐待に係る児童又はその保護者の心身の状況、これらの者の置かれ

ている環境その他児童虐待の防止等に係る当該児童、その保護者その他の関係者に関する

資料又は情報の提供を求められたときは、当該資料又は情報について、当該市町村長、都

道府県の設置する福祉事務所の長又は児童相談所長が児童虐待の防止等に関する事務又

は業務の遂行に必要な限度で利用し、かつ、利用することに相当の理由があるときは、こ

れを提供することができる。ただし、当該資料又は情報を提供することによって、当該資

料又は情報に係る児童、その保護者その他の関係者又は第三者の権利利益を不当に侵害す

るおそれがあると認められるときは、この限りでない。 

参考資料３ 


